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リフィル処方箋の発行に関するお知らせ 
 

平素は、当院の薬剤業務に対するご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。  

 

このたび当院では、令和８年６月１日より リフィル処方箋の運用を開始することとなりました。 

つきましては、当院の運用をお知らせいたします。 

 

【 リフィル処方箋の対象患者、対象薬 】 

⚫ 症状が安定しており、長期的な薬物療法が継続されている患者 

⚫ 医師がリフィル処方箋の適応と判断した場合に限る 

⚫ 対象薬剤：当院の運用基準に基づき設定 （別紙①参照） 

 

【 保険薬局の皆様へのお願い 】 

1. 処方箋のリフィル回数・使用期限の確認   

処方箋に記載された回数・期間に従い、適切に調剤をお願いいたします。 

2. 服薬状況・体調変化の確認   

リフィル時には、患者の体調変化や副作用の有無、服薬状況をご確認いただき、必要に応じ

て当院へ情報提供をお願いいたします。 （別紙②参照） 

3. 疑義照会について   

初回調剤時と同様、疑義照会がある場合は、原則 FAX でおこなってください。 

※愛媛大学医学部附属病院 薬剤部ホームページ からご確認ください。 

院外処方箋関連 | 薬薬連携 | 愛媛大学医学部附属病院薬剤部 

 

また、以下の添付資料もあわせてご確認ください。 

1. 愛媛大学医学部附属病院における「リフィル処方の使用方法と注意事項」（別紙①） 

2. 当院における院外処方 Q&A：リフィル処方箋編（別紙②）  

3. リフィル処方箋（別紙③） 

 

保険薬局各位のご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

愛媛大学医学部附属病院 薬剤部 

電話 089-960-5738 (調剤室) 

重 要 

https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/medicine/pharmaceutical_liaison/prescription/


 

愛媛大学医学部附属病院における「リフィル処方の使用方法と注意事項」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お願い】 

現在、リフィル処方箋に関するシステム改修が一部未完了となっております。 

改修作業を進めておりますが、完了までの間は、以下の点についてご留意ください。 

 

1． 処方日数の確認について 

現状、28 日未満でもリフィル処方が選択可能な状態となっております。 

当院では、1 回あたりの処方日数は 28 日以上を対象としておりますので、処方日数が 28 日未満

の場合は、疑義照会をお願いいたします。 

 

2． 投与方法による制約について 

頓用・隔日投与・曜日指定の薬剤については、現時点でシステムがリフィル処方に対応しておりま

せん。これらはリフィル対象外として処方となります。 

 

 

 

 

別紙① 
 

■リフィル処方の使用方法と注意事項 

(1) リフィル処方は「症状が安定している」、「薬を長期投与しても管理できる」患者が対象となります。 

(2) 患者がリフィル処方を希望しているか、リフィル処方箋の内容を理解しているか確認したうえで判

断してください。 

※ リフィル処方箋の説明を繰り返し行ってもリフィルのルールの理解が難しい患者については、薬局

で対応困難なためリフィル処方の対象から除外してください。 

(3) 投与量に限度が定められている薬品等（新薬・麻薬・向精神薬・湿布薬・器材など）については、

リフィル処方の対象とはなりません。 

(4) 医師が「リフィル処方が可能」と判断した場合、オーダー画面の「リフィル」にチェックをいれて

ください。なお、処方日数違いがあれば、エラーとなりますので、処方日数は統一してください。 

(5) リフィル処方箋を発行する際、リフィル不可薬品は、別処方とする必要があります。 

(6) 外用薬は、用法指定の画面で「〇日分」と入力する必要があります。 

(7) 回数は、２回または３回を選択してください。処方箋に回数が記載されます。 

(8) 1回あたりの投与期間や総投与期間は、患者の状態などを踏まえて判断してください。 

※ 処方日数は、28日以上とし、総投与期間は、90日までとします。（例：30 日分×3 回）（45 日分×2 回） 

(9) 一度、薬局で薬をもらった後に処方箋を紛失もしくは有効期限切れとなった場合、再発行はできま

せん。再度受診していただき、新たに処方箋を発行する必要があります。 



愛媛大学医学部附属病院 院外処方 Q＆A 

 

愛媛大学医学部附属病院 リフィル処方箋編 

Ver.1 (2026/05 作成) 

質問 回答 

①  どのような患者がリフィル処方の 

対象になりますか？ 

症状が安定しており、長期投与でも自己管理が可能な患者

が対象です。 

医師が総合的に判断します。 

② 
リフィル処方箋を持参した患者に、 

まず確認すべきことはあります

か？ 

患者がリフィル処方を希望しているかどうかをご確認くださ

い。 

また、リフィル処方箋の仕組みやルールについて理解が不

十分な場合は、保険薬局にて必要な説明をお願いいたしま

す。説明を行っても対応が難しい場合や患者の理解が得ら

れない場合には、疑義照会をお願いいたします。 

③  
１回あたりの投与期間、総投与期

間、リフィル回数に決まりはありま

すか？ 

当院では、１回あたりの投与期間および総投与期間は、 

患者の状態を踏まえて医師が判断します。 

ただし、運用上の基準として以下のとおりとしています。 

• 1 回あたりの処方日数：28 日以上 

• 総投与期間：90 日まで  

• リフィル回数：2 回または 3 回 

 （例：30 日分×3 回、45 日分×2 回のリフィル処方） 

④  リフィル処方の対象外となる薬剤

は？ 

新薬、麻薬、向精神薬、湿布薬、器材などの 

投与量に上限が定められている薬剤 

⑤  処方箋が複数枚になることがあり

ますか？ 

処方箋が複数枚になることがあります。 

リフィル処方箋は、すべての薬剤の処方日数を同一にする

必要があるため、日数が異なる薬剤が含まれる場合は別の

処方箋として発行されます。 

 

また、リフィル対象外の医薬品については通常処方となるた

め、リフィル処方箋とは分かれて発行されます。 

お薬の漏れが疑われる場合には、疑義照会をお願いいたし

ます。 

⑥  次回調剤予定の確認や連絡は、 

貴院へ連絡が必要ですか？ 

当院への連絡は不要です。  

ただし、医師への報告が必要と判断される場合には、「おく

すり伝言板」等を用いて情報提供をお願いします。 

保険薬局では、以下の点についてご対応をお願いいたしま

す。 

 患者に次回の調剤予定日を確認すること 

 予定日に来局がない場合は、電話等により状況確認を行う

こと 

 患者が他の薬局での調剤を希望する場合は、事前に必要

な情報を利用予定薬局へ共有すること 

別紙② 
 



 

 

 

⑦  リフィル処方箋は、いつまで調剤

できますか？ 

■ 初回（1 回目） 

 通常の処方箋と同じ扱い 

 発行日を含めて 4 日以内 

■ 2 回目以降 

 調剤予定日の前後 7 日以内   

例：予定日が 10 日 → 3〜17 日まで調剤可能 

 7 日を超えた場合は調剤不可   

※ 患者は 再受診して新たな処方箋が必要 

⑧  処方箋を紛失したり、有効期限が

切れた場合はどうなりますか？ 

■1 回目の受付前にリフィル処方せんを紛失した場合 

→再受診・再発行となります。 

健康保険が適用できませんので、診察料・処方せん料など

病院にかかる費用は全額自費で負担となります。 

 

■1 回目の調剤後、2 回目・3 回目の前に処方箋を紛失した

場合 

→再発行できません。再度受診し、新たに処方せんを発行し

てもらうこととなります。 

⑨  
リフィル処方箋の調剤後、貴院へ

はどのように報告すればよいです

か？ 

当院への報告は、情報提供書（おくすり伝言板・施設間薬剤

情報連絡書・トレーシングレポート等）を使用し、FAX で送付

してください。 

■報告いただきたい主な内容 

• 服薬状況（飲み忘れ・過量服薬など） 

• 副作用の疑い 

• 体調の変化 

• 患者の不安や相談内容 

• 他薬局へ調剤が移る際の必要情報 など 
 

■報告のタイミング 

• 必要時（気づきがあった場合） 

• 患者の状態に変化があった場合 

• 次回調剤に影響が出る可能性がある場合 など 

なお、緊急を要する場合は、疑義照会をお願いします。 
 

※定期的な報告を義務づけるものではありませんが、 

リフィル処方では、薬局からの情報が医師にとって非常に 

重要となりますので、必要に応じたフィードバックをお願いし

ます。 




